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水 振 第 5 8 1 号

令和４年 11 月 30 日

（水産振興課扱い）

奄美大島海区漁業調整委員会会長 様

鹿児島県知事

第８期鹿児島県栽培漁業基本計画（案）について（諮問）

標記計画について，別紙のとおり策定したいので，沿岸漁場整備開発法第７条の２第

１項の規定により，貴委員会の意見を求めます。

担当

水産振興課栽培養殖係 柳

電 話 099-286-3433
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第８期 鹿児島県栽培漁業基本計画（案）について

令和４年１２月２０日

水 産 振 興 課

１ 目的

本県の栽培漁業を計画的かつ効果的に推進するため，水産動物の種苗の生産

及び放流並びに水産動物の育成に関する今後５年間の基本計画を策定する。

２ 根拠法令

沿岸漁場整備開発法に基づき，水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動

物の育成に関して，農林水産大臣は基本方針を定め，県は国の基本方針を踏ま

えて基本計画を策定する。

３ 今回の第８期計画期間

令和４年度～令和８年度（５カ年） ※国の基本方針に同調

４ 策定スケジュール

令和４年 ７月１日 国が第８次栽培漁業基本方針を公表

８月10日～８月26日 県内漁協，市町村，関係機関への意見聴取

8月下旬 第８期栽培漁業基本計画（案）作成

9月28日 議会（産業経済委員会）に事前説明

10月17日～11月18日 パブリックコメント実施

11月25日 鹿児島県栽培漁業推進協議会

12月15日 熊 毛）

12月16日 鹿 児 島） 海区漁業調整委員会に諮問・答申

12月20日 奄美大島）

令和５年 １月下旬 第８期栽培漁業基本計画策定・公表

３月下旬 議会（産業経済委員会）に報告

５ 第８期栽培漁業基本計画（案）の概要

別紙のとおり
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鹿児島県栽培漁業基本計画の主要事項の新旧対照表
※ は，本県第７期計画との相違点，変更点

第７期 基本計画（平成27～33年度） 第８期 基本計画（案）（令和４～８年度） 第８次 国の基本方針（令和４～８年度）

【水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する 【水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する 【水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する
指針】 指針】 指針】

〇 親魚を獲り残して再生産を確保する「資源造成型栽培漁業」 〇 国が行う資源評価結果や水技センターが行なう放流効果調査 〇 資源評価結果や都道府県水産試験場等で行われている種苗放
を一層推進 等の結果を踏まえ，資源管理の枠組みの中で，稚魚段階での漁 流効果把握調査の結果を踏まえ，資源管理の枠組みの中で，稚

〇 資源状況が悪化している魚種については，稚魚段階での漁獲 獲の抑制や親魚の獲り残し等の漁獲管理との一体的かつ効率的 魚段階での漁獲の抑制や親魚の獲り残し等の漁獲管理との一体
の抑制等の漁獲管理との連携強化 な取組を行い，効果的な栽培漁業を推進（注①） 的かつ効率的な取組を行い，効果的な栽培漁業を推進

〇 多種・少量又は分散放流とならないよう，対象種を重点化 〇 国が行う資源調査・評価結果，地域の実情や漁獲量の状況，
水技センターが行う放流効果調査等の結果を踏まえ，多種・少
量又は分散放流とならないよう，対象種の重点化に努め，効果
的な栽培漁業を推進（注①）

〇 放流種苗の生産 〇 種苗生産体制 〇 共同種苗生産体制の構築
・関係種苗生産施設間での連携，分業等により，低コストで生 ・関係種苗生産施設間での連携，分業や養殖用種苗生産を行う ・複数の関係種苗生産施設の共同利用や養殖用種苗生産を行う
産能力の高い共同種苗生産体制の構築の検討 多目的利用施設への移行の推進等により，低コストで生産能力 多目的利用施設への移行の推進により，コストの削減を図る。

の高い種苗生産体制の構築を検討（注①）

〇 市場等における放流魚の混入率調査や漁獲量の変動の確実な 〇 市場等における放流魚の混入率調査や漁獲量の変動を確実に 〇 市場の混入率の調査等により放流効果を把握するとともに，
把握により放流効果を把握し放流計画へ反映 把握し，放流計画に反映させるよう努め，国等が作成した「遺 DNA情報を用いた親子鑑定手法を活用して再生産の効果検証

伝的多様性への影響リスクを低減するための技術的な指針」を により放流計画に反映させるよう努め，国等が作成した「遺伝
種苗生産の現場へ普及し，生物多様性の保全との両立に努める。 的多様性への影響リスクを低減するための技術的な指針」を種

（注①） 苗生産の現場へ普及し，生物多様性の保全との両立に努める。

【水産動物の種類ごとの種苗の放流数量の目標（平成33年度）】 【水産動物の種類ごとの種苗の放流数量の目標 （令和８年度）】 （国の指針には，種苗の放流数量の目標設定なし）

水産動物の種類 放流サイズ(mm) 放流目標数(万尾(個)) 水産動物の種類 放流サイズ(mm) 放流目標数(万尾(個))

マダイ ７０ １５０ マダイ ７０ １００（注②）
ヒラメ ７５ １００ ヒラメ ７５ １００
カサゴ ６０ ２０ カサゴ ６０ １０（注②）
オニオコゼ ５０ ５ オニオコゼ ５０ ５
スジアラ １００ １０ スジアラ １００ １０
アワビ類 ２５ ２０ アワビ類 ２５ ２０
トコブシ ２０ ３０ トコブシ ２０ ３０
ヤコウガイ ３０ １ ヤコウガイ ３０ １
クルマエビ ５０ ８０ クルマエビ ６０ １５（注②）
アカウニ ２０ ３ アカウニ ２０ ３
シラヒゲウニ ２０ １０ シラヒゲウニ ２０ １０

【水産動物の種苗生産及び放流並びに水産動物の育成に関する技 【水産動物の種苗生産及び放流並びに水産動物の育成に関する技 【水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技
術の開発に関する事項】 術の開発に関する事項】 術の開発に関する事項】

〇 資源造成型栽培漁業の推進のための技術，種苗生産の低コス 〇 栽培漁業の推進のための技術，積極的なICT技術の導入によ 〇 栽培漁業の推進のための技術，積極的なICT技術の導入によ
ト化のための技術，環境変化に適応した栽培漁業実施等のため る作業の自動化や省人・省力化，環境変化に適応した栽培漁業 る作業の自動化や省人・省力化，環境変化に適応した栽培漁業
の技術の開発を推進 実施等のための技術の開発を推進 実施等のための技術の開発を推進

〇 種苗生産や中間育成，放流の実施状況等について情報を収集 〇 種苗生産や中間育成，放流の実施状況等について情報を収集 〇 種苗生産や中間育成，放流の実施状況等について情報を収集
し，各種技術が種苗生現場等で適切に利用されるように努める し，既往技術の体系的なマニュアル化による技術の維持と継承 し，既往技術の体系的なマニュアル化による技術の維持と継承
とともに，疾病等の問題を迅速に解決できる体制の整備を図る。 を図る。 を図る。

【その他水産動物の種苗生産及び放流並びに水産動物の育成に関 【その他水産動物の種苗生産及び放流並びに水産動物の育成に関 【その他水産動物の種苗生産及び放流並びに水産動物の育成に関す
し必要な事項】 し必要な事項】 る重要事項】

〇 県及び関係機関は，栽培漁業の効果的な推進のため，九州海 〇 県及び関係機関は，栽培漁業の効果的な推進のため，九州海 〇 豊かな海づくり協会を事務局とする海域栽培漁業推進協議会
域栽培漁業推進協議会等の下で，連携を強化 域栽培漁業推進協議会等の下で，連携を強化（注③） 全国連絡会議の下で，各海域ごとに設置された海域協議会の下

で，連携を強化

〇 栽培漁業の国民への普及啓発を図り，種苗放流の効果につい
〇 栽培漁業の多面的機能についての県民への普及啓発を図り， 〇 栽培漁業の多面的機能についての県民への普及啓発を図り， て積極的な情報提供により，遊漁者や遊漁船業者等への理解の

種苗放流の効果について積極的な情報提供により，遊漁者や遊 種苗放流の効果について積極的な情報提供により，遊漁者や遊 醸成に取り組むとともに，パンフレット等の資料の作成・配布
漁船業者等への理解の醸成に取り組む。 漁船業者等への理解の醸成に取り組むとともに，パンフレット を通じてわかりやすく示す。

等の資料の作成・配布を通じてわかりやすく示す。

注①：国の第8次基本方針に準拠，注②：本県の放流実績や種苗生産能力等を勘案し変更，注③：現在の実情に応じて変更
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鹿 児 島 県 栽 培 漁 業 基 本 計 画 の 第 ７ 期 と ８ 期 （ 案 ） 対 照 表 （ 要 約 版 ）

第 ７ 期 基 本 計 画 第 ８ 期 基 本 計 画 （ 案 ）

第 １ 水 産 動 物 の 種 苗 の 生 産 及 び 放 流 並 び に 水 産 第 １ 水 産 動 物 の 種 苗 の 生 産 及 び 放 流 並 び に 水 産
動 物 の 育 成 に 関 す る 指 針 動 物 の 育 成 に 関 す る 指 針

・ 資 源 造 成 型 栽 培 漁 業 を 一 層 推 進 ・ 種 苗 放 流 は ， 人 為 的 に 種 苗 を 放 流 し ， 天 然 で 新
・ 漁 獲 の 規 制 や 親 魚 の 取 り 残 し 等 の 漁 獲 管 理 と の た に 生 ま れ る 資 源 に 追 加 す る こ と で 将 来 の 親 や

連 携 強 化 漁 獲 量 の 増 大 に 貢 献 し よ う と す る も の で あ る 。
・ 国 が 行 う 資 源 評 価 結 果 や 水 産 技 術 開 発 セ ン タ ー

が 行 な う 放 流 効 果 調 査 等 の 結 果 を 踏 ま え ， 資 源
管 理 の 枠 組 み の 中 で ， 稚 魚 段 階 で の 漁 獲 の 抑 制
や 親 魚 の 獲 り 残 し 等 の 漁 獲 管 理 と の 一 体 的 か つ
効 率 的 な 取 組 を 行 い ， 効 果 的 な 栽 培 漁 業 を 推 進

１ 対 象 水 産 動 物 の 選 定 等 １ 対 象 種 の 重 点 化 を 踏 ま え た 効 果 的 な 栽 培 漁 業
の 推 進

・ 多 種 ・ 少 量 又 は 分 散 放 流 と な ら な い よ う ， 対 象 ・ 国 が 行 う 資 源 調 査 ・ 評 価 結 果 ， 地 域 の 実 情 や 漁
種 の 重 点 化 獲 量 の 状 況 ， 水 産 技 術 開 発 セ ン タ ー が 行 う 放 流

効 果 調 査 等 の 結 果 を 踏 ま え ， 多 種 ・ 少 量 又 は 分
散 放 流 と な ら な い よ う ，対 象 種 の 重 点 化 に 努 め ，
効 果 的 な 栽 培 漁 業 を 推 進 す る 。

２ 放 流 種 苗 の 生 産 ２ 種 苗 生 産 体 制
・ 健 全 で 良 質 な 種 苗 の 効 率 的 な 生 産 及 び 放 流 種 苗 ・（ 同 左 ）

の 遺 伝 的 多 様 性 の 保 全
・ 種 苗 生 産 施 設 等 の 補 修 や 更 新 等 を 検 討 ・（ 同 左 ）
・ 関 係 種 苗 生 産 施 設 間 で の 連 携 ， 分 業 等 に よ り ， ・ 関 係 種 苗 生 産 施 設 間 で の 連 携 ， 分 業 や 養 殖 用 種

低 コ ス ト で 生 産 能 力 の 高 い 共 同 種 苗 生 産 体 制 の 苗 生 産 を 行 う 多 目 的 利 用 施 設 へ の 移 行 の 推 進 等
構 築 の 検 討 に よ り ， 低 コ ス ト で 生 産 能 力 の 高 い 種 苗 生 産 体

制 の 構 築 を 検 討

３ 中 間 育 成 ３ 中 間 育 成
・ 対 象 種 の 特 性 と 地 域 の 実 態 に 即 し た 中 間 育 成 体 ・（ 同 左 ）

制 の 整 備

４ 種 苗 の 放 流 ４ 種 苗 の 放 流
・ 適 正 放 流 数 量 ， サ イ ズ ， 放 流 後 の 減 耗 が 極 力 低 ・（ 同 左 ）

く な る 海 域 ， 時 期 等 に よ る 放 流 の 実 施
・ 放 流 等 に 当 た っ て の ， 生 物 多 様 性 の 保 全

５ 放 流 の 効 果 の 把 握 と 評 価 ５ 放 流 の 効 果 の 把 握 と 生 物 多 様 性 の 保 全 へ の 配 慮
・ 市 場 等 に お け る 放 流 魚 の 混 入 率 調 査 に 加 え ， 漁 ・（ 同 左 ）

業 者 が 放 流 効 果 を 実 感 で き る 漁 獲 量 の 変 動 を 確
実 に 把 握

・ 漁 業 生 産 面 の 放 流 効 果 の 評 価 に つ い て は ，流 通 ， ・（ 同 左 ）
加 工 ， 遊 漁 等 に 係 る 経 済 的 波 及 効 果 の 効 果 の 考
慮 に つ い て 検 討

・ 種 苗 放 流 の 実 施 に 当 た っ て は ， 国 及 び 国 立 研 究
開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 が 作 成 し た 「 人 工
種 苗 放 流 に 係 る 遺 伝 的 多 様 性 へ の 影 響 リ ス ク を
低 減 す る た め の 技 術 的 な 指 針 」 を 種 苗 生 産 現 場
へ 普 及 し ，生 物 多 様 性 の 保 全 と の 両 立 に 努 め る 。

６ 広 域 種 の 種 苗 放 流 の 推 進 ６ 広 域 種 の 種 苗 放 流 の 推 進
・ 広 域 種 に つ い て は ， 関 係 す る 都 道 府 県 間 で 組 織 ・（ 同 左 ）

さ れ た 海 域 協 議 会 で 策 定 さ れ た 広 域 プ ラ ン に 基
づ く 放 流 等 等 を 推 進

７ 種 苗 放 流 と 種 苗 の 育 成 の 場 の 整 備 と の 連 携 の ７ 種 苗 放 流 と 種 苗 の 育 成 の 場 の 整 備 と の 連 携 の
推 進 推 進

・ 藻 場 ， 干 潟 等 の 保 全 や 回 復 の た め の 漁 場 整 備 ， ・（ 同 左 ）
水 産 生 物 の 増 殖 や 生 育 に 配 慮 し た 漁 港 施 設 の 整
備 及 び 漁 業 者 や 地 域 住 民 等 が 取 り 組 む 海 岸 清 掃
等 の 活 動 と 種 苗 放 流 の 連 携 の 推 進

８ 栽 培 漁 業 の 展 開 ８ 栽 培 漁 業 の 展 開
・ 放 流 効 果 が 見 込 め る 水 準 ま で 技 術 開 発 さ れ た 魚 ・（ 同 左 ）

種 は ， 放 流 効 果 の 範 囲 ， 程 度 の 特 定 を 図 り ， 適
切 な 経 費 の 負 担 配 分 等 を 検 討

・ 熊 毛 及 び 奄 美 等 離 島 の 地 域 特 産 的 な 水 産 動 物 の ・（ 同 左 ）
放 流 等 を 推 進

９ そ の 他 ９ そ の 他
・ 沿 岸 に お け る 漁 業 の 操 業 ， 公 共 事 業 の 計 画 及 び ・（ 同 左 ）

そ の 実 施 船 舶 の 航 行 等 に つ い て も 十 分 配 慮 し ，
尊 重

第 ２ 種 苗 の 生 産 及 び 放 流 又 は そ の 育 成 を 推 進 す 第 ２ 種 苗 の 生 産 及 び 放 流 又 は そ の 育 成 を 推 進 す
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る こ と が 適 当 な 水 産 動 物 の 種 類 る こ と が 適 当 な 水 産 動 物 の 種 類

区 分 水 産 動 植 物 の 種 類 区 分 水 産 動 物 の 種 類

魚 類 マ ダ イ ， ヒ ラ メ ， カ サ ゴ ， オ ニ オ コ ゼ ， ス ジ ア ラ 魚 類 マ ダ イ ， ヒ ラ メ ， カ サ ゴ ， オ ニ オ コ ゼ ， ス ジ ア ラ

貝 類 ア ワ ビ 類 ， ト コ ブ シ ， ヤ コ ウ ガ イ 貝 類 ア ワ ビ 類 ， ト コ ブ シ ， ヤ コ ウ ガ イ
甲 殻 類 ク ル マ エ ビ 甲 殻 類 ク ル マ エ ビ
そ の 他 ア カ ウ ニ ， シ ラ ヒ ゲ ウ ニ そ の 他 ア カ ウ ニ ， シ ラ ヒ ゲ ウ ニ

第 ３ 水 産 動 物 の 種 類 ご と の 種 苗 の 放 流 数 量 の 第 ３ 水 産 動 物 の 種 類 ご と の 種 苗 の 放 流 数 量 の
目 標 （ 平 成 ３ ３ 年 度 ） 単 位 ： 万 尾 （ 個 ） 目 標 （ 令 和 ８ 年 度 ） 単 位 ： 万 尾 （ 個 ）

水 産 動 物 放 流 サ イ ズ 放 流 目 標 水 産 動 物 放 流 サ イ ズ 放 流 目 標
の 種 類 （ mm） 平 成 ３ ３ 年 の 種 類 （ mm） 令 和 ８ 年

マ ダ イ ７ ０ １ ５ ０ マ ダ イ ７ ０ １ ０ ０
ヒ ラ メ ７ ５ １ ０ ０ ヒ ラ メ ７ ５ １ ０ ０
カ サ ゴ ６ ０ ２ ０ カ サ ゴ ６ ０ １ ０
オ ニ オ コ ゼ ５ ０ ５ オ ニ オ コ ゼ ５ ０ ５
ス ジ ア ラ １ ０ ０ １ ０ ス ジ ア ラ １ ０ ０ １ ０
ア ワ ビ 類 ２ ５ ２ ０ ア ワ ビ 類 ２ ５ ２ ０
ト コ ブ シ ２ ０ ３ ０ ト コ ブ シ ２ ０ ３ ０
ヤ コ ウ ガ イ ３ ０ １ ヤ コ ウ ガ イ ３ ０ １
ク ル マ エ ビ ５ ０ ８ ０ ク ル マ エ ビ ６ ０ １ ５
ア カ ウ ニ ２ ０ ３ ア カ ウ ニ ２ ０ ３
シ ラ ヒ ゲ ウ ニ ２ ０ １ ０ シ ラ ヒ ゲ ウ ニ ２ ０ １ ０

第 ４ 放 流 効 果 実 証 事 業 に 関 す る 事 項 第 ４ 放 流 効 果 実 証 事 業 に 関 す る 事 項

１ 放 流 効 果 実 証 事 業 の 対 象 と す べ き 水 産 動 物 １ 放 流 効 果 実 証 事 業 の 対 象 と す べ き 水 産 動 物
が 属 す る も の

マ ダ イ ヒ ラ メ マ ダ イ ヒ ラ メ

２ 放 流 効 果 実 証 事 業 の 指 標 ２ 放 流 効 果 実 証 事 業 の 指 標
（ 同 左 ）

区 分 マ ダ イ ヒ ラ メ

放 流 尾 数 1か 所 当 た り お お む ね 1か 所 当 た り お お む ね

10万 尾 10万 尾

放 流 時 期 ６ 月 ～ ７ 月 ま で ５ 月 ～ ７ 月 ま で

放 流 時 の ７ ０ mm ７ ５ mm

大 き さ

自 主 採 捕 規 制 の 基 準 １ ５ ㎝ ２ ５ ㎝

と な る 大 き さ

３ 経 済 効 果 の 実 証 ３ 経 済 効 果 の 実 証
・ 経 済 効 果 の 実 証 結 果 は ， 標 識 放 流 ， 市 場 調 査 ， （ 同 左 ）

標 本 船 調 査 等 に よ り 経 済 効 果 を 把 握

４ 経 済 効 果 の 普 及 ４ 経 済 効 果 の 普 及
・ 経 済 効 果 実 証 の 成 果 に つ い て は ， 漁 協 等 に よ る ・（ 同 左 ）

特 定 水 産 動 物 育 成 事 業 等 の 実 施 を 促 進
・ 経 済 効 果 が 及 ぶ と 考 え ら れ る 漁 協 ， 関 係 漁 業 者 ・（ 同 左 ）

等 に 対 し ， 放 流 効 果 の 説 明 会 等 を 実 施

第 ５ 特 定 水 産 動 物 育 成 事 業 に 関 す る 事 項 第 ５ 特 定 水 産 動 物 育 成 事 業 に 関 す る 事 項
・ 経 済 効 果 が 実 証 さ れ た 魚 種 は ， 特 定 水 産 動 物 育 ・（ 同 左 ）

成 事 業 に よ る 育 成 水 面 制 度 を 活 用

第 ６ 水 産 動 物 の 種 苗 生 産 及 び 放 流 並 び に 水 産 動 第 ６ 水 産 動 物 の 種 苗 生 産 及 び 放 流 並 び に 水 産 動
物 の 育 成 に 関 す る 技 術 の 開 発 に 関 す る 事 項 物 の 育 成 に 関 す る 技 術 の 開 発 に 関 す る 事 項

１ 種 苗 生 産 の 技 術 水 準 の 目 標 （ 平 成 ３ ３ 年 度 ） １ 種 苗 生 産 の 技 術 水 準 の 目 標 （ 令 和 ８ 年 度 ）

水 産 動 物 種 苗 生 産 大 き さ 種 苗 生 産 回 数 水 産 動 物 種 苗 生 産 大 き さ 種 苗 生 産 回 数

の 種 類 尾 数 （ mm） （ 回 ／ 年 ） の 種 類 尾 数 （ mm） （ 回 ／ 年 ）

マ ダ イ 5,000尾 ／ m
3

３ ０ １ マ ダ イ 5,000尾 ／ m
3

３ ０ １
ヒ ラ メ 5,000尾 ／ m

3

３ ０ １ ヒ ラ メ 5,000尾 ／ m
3

３ ０ １
カ サ ゴ 5,000尾 ／ m

3

２ ５ １ カ サ ゴ 5,000尾 ／ m
3

２ ５ １
オ ニ オ コ ゼ 2,000尾 ／ m

3

３ ０ １ オ ニ オ コ ゼ 2,000尾 ／ m
3

３ ０ １
ス ジ ア ラ 1,000尾 ／ m

3

３ ０ １ ス ジ ア ラ 1,000尾 ／ m
3

３ ０ １
ア ワ ビ 類 2,000個 ／ m

2

２ ０ １ ア ワ ビ 類 2,000個 ／ m
2

２ ０ １
ト コ ブ シ 3,000個 ／ m

2

２ ０ １ ト コ ブ シ 3,000個 ／ m
2

２ ０ １
ヤ コ ウ ガ イ 1,400個 ／ m

3

３ ０ １ ヤ コ ウ ガ イ 1,400個 ／ m
3

３ ０ １
ア カ ウ ニ 5,000個 ／ m

3

１ ０ １ ア カ ウ ニ 5,000個 ／ m
3

１ ０ １
シ ラ ヒ ゲ ウ ニ 5,000個 ／ m

3

２ ０ １ シ ラ ヒ ゲ ウ ニ 5,000個 ／ m
3

２ ０ １
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２ 技 術 開 発 の 方 針 ２ 技 術 開 発 の 方 針

（ １ ） 資 源 造 成 型 栽 培 漁 業 の 推 進 の た め の 技 術 （ １ ） 栽 培 漁 業 の 推 進 の た め の 技 術 開 発 の 推 進
開 発 の 推 進

・ 対 象 種 に つ い て ， 適 切 な 放 流 サ イ ズ 及 び 放 流 ・（ 同 左 ）
尾 数 の 把 握 に 努 め る 。

・ 種 苗 の 生 産 か ら ， 放 流 ， さ ら に は ， 未 成 海 域 ・（ 同 左 ）
に お け る 種 苗 の 育 成 に 至 る ま で の 一 連 の 技 術
の 開 発 に 努 め る 。

（ ２ ） 種 苗 生 産 の 低 コ ス ト 化 の た め の 技 術 開 発 の
推 進

・ 自 然 環 境 に 対 す る 適 応 能 力 の 高 い 種 苗 を 安 定 ・（ 同 左 ）
的 に 低 コ ス ト で 生 産 す る 技 術 の 開 発 に 努 め る 。

・ ま た ， 疾 病 等 の ま ん 延 を 防 止 の 技 術 開 発 に 努 ・（ 同 左 ）
め ， 開 発 し た 技 術 を 活 用 し た 適 切 な 飼 育 管 理
の 徹 底 に 努 め る 。

・ 種 苗 生 産 技 術 の 開 発 ・ 改 良 に あ た っ て は ， 積
極 的 に ICTの 導 入 に 努 め ， 作 業 の 自 動 化 や 省
人 ・ 省 力 化 に 努 め る 。

（ ３ ） 環 境 変 化 に 適 応 し た 栽 培 漁 業 の 実 施 等 の た （ ２ ） 環 境 変 化 に 適 応 し た 栽 培 漁 業 の 実 施 等 の た
め の 技 術 開 発 の 推 進 め の 技 術 開 発 の 推 進

・ 対 象 種 の 変 更 や 放 流 手 法 の 見 直 し 等 沿 岸 域 の ・（ 同 左 ）
環 境 変 化 に 対 応 し た 栽 培 漁 業 実 施 の た め の 技
術 開 発 に 努 め る 。

・ 技 術 開 発 に お い て は ， 対 象 種 に つ い て ， 稚 仔 ・（ 同 左 ）
魚 等 の 生 理 ・ 生 態 ， 餌 料 ， 生 息 環 境 等 の 基 礎
的 な 知 見 の 充 実 を 図 る 。

（ ４ ） 技 術 劣 化 の 防 止 （ ３ ） 技 術 の 維 持 と 継 承
・ 種 苗 生 産 や 中 間 育 成 ， 放 流 の 実 施 状 況 等 に つ ・（ 同 左 ）

い て 情 報 を 収 集 し ， 各 種 技 術 が 種 苗 生 産 現 場
等 で 適 切 に 利 用 さ れ る よ う に 努 め る

・ 疾 病 等 の 問 題 を 迅 速 に 解 決 で き る 体 制 の 整 備 ・（ 同 左 ）
に 取 り 組 む 。 ・ 既 往 技 術 の 体 系 的 な マ ニ ュ ア ル 化 に よ る 技 術

の 維 持 と 継 承 を 図 る 。

（ ５ ） 栽 培 漁 業 技 術 の 展 開 （ ４ ） 栽 培 漁 業 技 術 の 展 開
・ 栽 培 漁 業 に 関 し て 開 発 さ れ て き た 親 魚 養 成 ， ・（ 同 左 ）

種 苗 生 産 技 術 等 に つ い て は 養 殖 業 に ， 標 識 放
流 等 を 活 用 し た 生 息 域 の 把 握 ， 生 残 率 の 推 定
等 の 技 術 に つ い て は 資 源 管 理 等 の 他 の 水 産 分
野 で 活 用 で き る 横 断 的 な 技 術 開 発 に 努 め る 。

（ ６ ） 遺 伝 子 組 換 え 生 物 等 の 取 扱 い （ ５ ） 遺 伝 子 組 換 え 生 物 等 の 取 扱 い
・ 遺 伝 子 を 直 接 操 作 す る こ と に よ る 新 た な 品 種 ・（ 同 左 ）

の 開 発 及 び 種 苗 放 流 に つ い て は ， 法 律 」 基 づ
い て 適 正 に 実 施

・ 胚 を 操 作 す る こ と に よ る 新 た な 品 種 の 開 発 及 ・（ 削 除 ）
び 種 苗 放 流 に つ い て は ， 公 的 な 試 験 研 究 機 関
が 水 産 庁 長 官 の 確 認 を 得 て 行 う 試 験 的 な 取 組
を 除 き ， 行 わ な い 。

（ ７ ） 外 来 生 物 の 導 入 （ ６ ） 外 来 生 物 の 導 入
・ 栽 培 漁 業 へ の 外 来 生 物 の 導 入 は ， 生 態 系 に 及 ・（ 同 左 ）

ぼ す 影 響 が 明 確 で な い こ と か ら ， 行 わ な い 。

3 技 術 開 発 水 準 の 到 達 す べ き 段 階 3 技 術 開 発 水 準 の 到 達 す べ き 段 階

水 産 動 物 基 準 年 に お け る 目 標 年 に お け る 水 産 動 物 基 準 年 に お け る 目 標 年 に お け る

の 種 類 平 均 的 技 術 開 発 段 階 技 術 開 発 段 階 の 種 類 平 均 的 技 術 開 発 段 階 技 術 開 発 段 階

（ 平 成 ２ ６ 年 ） （ 平 成 ３ ３ 年 ） （ 令 和 ４ 年 ） （ 令 和 ８ 年 ）

マ ダ イ Ｄ － E Ｅ マ ダ イ Ｄ － E Ｅ

ヒ ラ メ Ｄ － E Ｅ ヒ ラ メ Ｄ － E Ｅ

カ サ ゴ E Ｅ カ サ ゴ E Ｅ

オ ニ オ コ ゼ B Ｃ オ ニ オ コ ゼ B Ｃ

ス ジ ア ラ B C ス ジ ア ラ B C

ア ワ ビ 類 C D ア ワ ビ 類 C D

ト コ ブ シ Ｃ － D D ト コ ブ シ Ｃ － D D

ヤ コ ウ ガ イ C D ヤ コ ウ ガ イ C D

ク ル マ エ ビ D D ク ル マ エ ビ D D

ア カ ウ ニ D E ア カ ウ ニ D E

シ ラ ヒ ゲ ウ ニ E E シ ラ ヒ ゲ ウ ニ E E

第 ７ 水 産 動 物 の 放 流 後 の 育 成 ， 分 布 及 び 採 捕 に 第 ７ 水 産 動 物 の 放 流 後 の 育 成 ， 分 布 及 び 採 捕 に
係 る 調 査 に 関 す る 事 項 係 る 調 査 に 関 す る 事 項

6



１ 必 要 に 応 じ て 標 識 放 流 を 実 施 し ， 放 流 後 の 育 １ （ 同 左 ）
成 ， 分 布 及 び 採 捕 状 況 に つ い て 調 査 を 実 施 し ，
今 後 の 放 流 計 画 の 参 考 と す る 。

２ 放 流 魚 の 採 捕 報 告 ， 市 場 調 査 ， 標 本 船 調 査 及 ２ （ 同 左 ）
び 坪 刈 調 査 等 を 可 能 な 限 り 行 い ， 漁 協 等 に 対 し
協 力 を 求 め る 。

第 ８ そ の 他 水 産 動 物 の 種 苗 生 産 及 び 放 流 並 び に 第 ８ そ の 他 水 産 動 物 の 種 苗 生 産 及 び 放 流 並 び に
水 産 動 物 の 育 成 に 関 し 必 要 な 事 項 水 産 動 物 の 育 成 に 関 し 必 要 な 事 項

１ ・ 県 栽 培 漁 業 推 進 協 議 会 を 設 置 １ ・（ 同 左 ）
・ 県 及 び 関 係 機 関 は 九 州 海 域 栽 培 漁 業 推 進 協 ・（ 同 左 ）

議 会 等 の 下 で ， 連 携 を 強 化

２ ・ 地 域 栽 培 漁 業 推 進 協 議 会 を 設 置 ２ ・（ 同 左 ）

３ ・ 栽 培 漁 業 の 多 面 的 機 能 に つ い て の 県 民 へ の ３ ・（ 同 左 ）
普 及 啓 発

・ 特 に 種 苗 放 流 の 効 果 に つ い て 積 極 的 な 情 報 ・（ 同 左 ）
提 供 に よ り ， 遊 漁 者 や 遊 漁 船 業 者 等 へ の 理
解 の 醸 成 に 取 り 組 む 。

・ パ ン フ レ ッ ト 等 の 資 料 の 作 成 ・ 配 布 を 通 じ
て わ か り や す く 示 す 。

・ 初 等 中 等 教 育 の 現 場 と の 連 携 を 通 じ て ， 水
産 資 源 の 持 続 的 な 利 用 や そ れ を 取 り 巻 く 水
域 環 境 の 保 全 の 重 要 性 に 対 す る 理 解 の 増 進
等 に 取 り 組 む 。

４ ・ 水 産 業 改 良 普 及 事 業 及 び 水 産 技 術 開 発 セ ン ４ ・（ 同 左 ）
タ ー 等 の 試 験 研 究 と の 連 携 を 一 層 強 化

・ 漁 業 者 へ の 研 修 事 業 等 の 充 実 に よ り ， 栽 培 ・（ 同 左 ）
漁 業 に 関 す る 技 術 の 普 及 指 導 等 を 推 進 し ，
漁 業 者 等 へ の 技 術 移 転 及 び 定 着 を 図 る 。
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第８期鹿児島県栽培漁業基本計画（案）パブリック・コメント等実施結果

令和４年１１月２５日

水 産 振 興 課

１ 実施期間

①市町村，漁協等の関係機関への意見照会

令和４年８月１０日（水）～８月２６日（金）

②パブリック・コメント（県ホームページ，地域振興局等での閲覧）

令和４年１０月１７日（月）～１１月１８日（金）

２ 件 数 １０件（①７件，②３件）

３ 意見の要旨及び県の考え方

（１）種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類に

関する事項

意見の要旨 意見に対する県の考え方

時期により漁場にタイが大量に現れ，キビ 県としては，国が行う資源調査・評価結

ナゴ漁への弊害を起こすことがあり，当組合 果，地域の実情や漁獲量の状況，水産技術

員からは，タイの放流は止めてももらえない 開発センターが行う放流効果調査等の結果

かという意見が出ている。計画はタイ・ヒラ を踏まえ，多種・少量又は分散放流となら

メの種苗生産量が一番高いが，この先，その ないよう，対象種の重点化に努め，効果的

他の魚種の種苗生産量を上げ，多種の放流が な栽培漁業を推進しているところです。

出来るように検討していただきたい（漁協）。

（２）水産動物の種類ごとの種苗の放流数量の目標に関する事項

意見の要旨 意見に対する県の考え方

昨年度からカサゴの放流を再開したもの 次期基本計画の放流目標数量については，
の，まだ効果の確認ができていない。 過去７カ年間の県内の放流実績と漁獲量（資
令和８年以降もカサゴ放流を計画した時 源動向）等を勘案して目標数量を設定して

に，１０万尾に減じられた数量から，当漁協 いますので，現在の放流量は維持できると
が要する尾数を確保できるか。（漁協） 考えています。

第８期の栽培漁業基本計画では，令和８年 種苗を大型化することにより，初期減耗
のクルマエビ放流目標が５０mmサイズ，１５ を低減させ，放流効果を高めることは重要
万尾となっているが，当漁協では放流効果を であり，現行の第７期基本計画期間中も一
高めるために，平成２７年度から平均７０～ 部の地区では６０㎜以上を放流している実
１００mmの大型の種苗を夏季に放流してい 績もあることから，放流目標サイズを５０
る。放流目標のサイズを大型化した方が良い ㎜から６０㎜に変更することとしたい。
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のではないか。（漁協）

ヤコウガイが早期に実現できたら有り難い ヤコウガイの種苗生産については，奄美

です。（漁協） 群島水産振興協議会において今後の取組に

ついて協議されており，奄美群島水産業活

力向上プロジェクト事業を活用して，ヤコ

ウガイの採卵試験に取り組んでいるとのこ

とです。

県水産技術開発センターでは，ヤコウガ

イ種苗生産技術マニュアル等に基づき指導

し，技術向上の取組を支援することとして

います。

ヤコウガイの種苗生産に関して第７期と同 奄美地区における種苗生産試験は，思う

じ計画が立てられているが，５年以上進展が ような進展は見られていない状況ではある

ないものを８期ではどうしていくのか，７期 が，奄美群島水産振興協議会を中心に協議

との相違点をお聞きしたい。（漁協） が継続され，令和４年度は採卵試験に取り

組んでいるとのことです。

県水産技術開発センターでは，ヤコウガ

イ種苗生産技術マニュアル等に基づき，地

元で種苗生産が可能となるよう，取組を支

援することとしており，第７期と同様の計

画としました。

（３）水産動物の種苗生産及び放流並びに水産動物の育成に関する技術の開発に関

する事項

意見の要旨 意見に対する県の考え方

スジアラについては，奄美海域以外に県本 スジアラについては，現在，県水産技術

土域でも要望が非常に高まっており，地元と 開発センターにおいて，種苗生産技術を開

しては非常に期待が大きい魚種であるので， 発中であり，生産した種苗については，奄

技術開発は早急に対処してほしい。（種苗生 美海域へ奄美の各漁業集落が放流して，そ

産機関） の効果を確認しているところです。今後も

種苗生産の技術開発に努めます。

三島村周辺海域にもスジアラを放流したい スジアラについては，現在，県水産技術

ため，種苗生産の増産をしてほしい。（漁協）開発センターにおいて，種苗生産技術の確

立に取り組み中であり，今後も種苗生産の

技術開発に努めます。

ヤコウガイ，シラヒゲウニに関して，平成 県としては，ヤコウガイ，シラヒゲウニ

27年に種苗の生産確立がなされたということ については，平成27年度までに水産技術開
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で種苗生産が一度終了している。その後，奄 発センターにおいて種苗生産技術を開発し，

美群島水産振興協議会，奄美群島市町村長会，種苗生産マニュアルを作成して，生産技術

奄美群島市町村議会議長会の要望により，シ は確立したと考えています。

ラヒゲウニの種苗生産は復活したが，ヤコウ 今後は，種苗生産に取り組む奄美群島水

ガイに関しては再開の目途もたっていないよ 産振興協議会に対し技術支援を行っていく

うに見受けられる。 予定であり，地元の要請があれば，種苗生

基本計画によれば，種苗生産の確立は技術 産，放流体制の確立を目指した取組を支援

開発段階においてＢの量産技術開発期，もし していくこととしています。

くはＣの放流技術開発期にあたると思われる

が，なぜ種苗生産が終わってしまったのか。

（漁協）

（４）水産動物の放流後の育成，分布及び採捕に係る調査に関する事項

意見の要旨 意見に対する県の考え方

魚種によって放流する場所，時期の周知徹 放流種苗の生残率向上のため，種苗生産

底をお願いしたい。効果がない可能性があれ から放流の一連の技術開発を一体的に行う

ば，放流する場所，時期の見直しも検討して とともに，放流対象種の馴致放流試験の実

欲しい。（種苗生産機関） 施や検証等を行うことにより，放流効果の

向上に努めてまいります。

（５）その他

意見の要旨 意見に対する県の考え方

天然種苗と人工種苗では，マダイは鼻腔連 カサゴの判別方法については，過去の知

結，ヒラメは腹の黒化が，人工種苗の可能性 見では鰭抜去等により放流魚を識別し，放

が高いとのことだが，カサゴの判別方法はな 流効果の把握に努めた事例があります。

いか。（漁協）
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鹿児島県栽培漁業基本計画（案）

（第８期）

令和５年 月

鹿 児 島 県
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水産動物の種苗の生産及び放流並びに

水産動物の育成に関する基本計画（案）

沿岸漁場整備開発法（昭和４９年法律第４９号）第７条の２第１項の規定により，令和

８年度を目標とする水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計

画を次のとおり定めたので，同条第７項の規定により公表する。

令和５年 月 日

鹿児島県知事 塩田康一
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第１ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針

種苗放流は，人為的に種苗を放流し，天然で新たに生まれる資源に追加することで将

来の親や漁獲量の増大に貢献しようとするものである。このため，国が行う資源評価結

果や水産技術開発センターが行なう放流効果調査等の結果を踏まえ，資源管理の枠組み

の中で，稚魚段階での漁獲の抑制や親魚の獲り残し等の漁獲管理との一体的かつ効率的

な取組を行い，効果的な栽培漁業を推進する。

１ 対象種の重点化を踏まえた効果的な栽培漁業の推進

対象水産動物の選定に際しては，国が行う資源調査・評価結果，地域の実情や漁獲量

の状況，水産技術開発センターが行う放流効果調査等の結果を踏まえ，環境・生態系と

の調和を図りつつ，多種・少量又は分散放流とならないよう，対象種の重点化に努め，

効果的な栽培漁業を推進する。

２ 種苗生産体制

健全で良質な種苗の効率的な生産及び放流種苗の遺伝的多様性の保全に努めるととも

に，安定的な種苗生産体制を維持するため，老朽化している種苗生産施設等の補修や更

新等を検討する。また，関係種苗生産施設間での連携，分業や養殖用種苗生産を行う多

目的利用施設への移行の推進等により，低コストで生産能力の高い種苗生産体制の構築

を検討する。

３ 中間育成

放流に適したサイズの確保，放流水域への順化等を図るため，対象種の特性と地域の

実態に即した中間育成体制の整備に努める。

４ 種苗の放流

適正放流数量，サイズ，放流後の減耗が極力低くなる海域，時期等による放流の実施

に努める。また，放流等に当たっては，生物多様性の保全に努める。

５ 放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮

放流効果の把握に当たっては，市場等における放流魚の混入率調査に加え，漁業者が

放流効果を実感できる漁獲量の変動を確実に把握し，放流計画に反映させるよう努める

こととする。また，関係する漁業協同組合，漁業者，遊漁者等に対して漁獲量の把握の

必要性について理解を求めるよう努めるとともに，漁業生産面における放流の効果を評

価する際には，流通，加工，遊漁等に係る経済的な波及効果について考慮することを検

討する。さらに，種苗放流の実施に当たっては，国及び国立研究開発法人水産研究・教

育機構が作成した「人工種苗放流に係る遺伝的多様性への影響リスクを低減するための

技術的な指針」を種苗生産の現場へ普及し，生物多様性の保全との両立に努める。

６ 広域種の種苗放流の推進

広域種については，関係する都道府県間で組織された海域協議会において海域の特性

を考慮して策定された「効率的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する計画」（広

域プラン）に示された資源造成の目標，種苗生産尾数，放流尾数，放流適地等を勘案し，
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種苗生産や放流等を推進する。

７ 種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推進

放流された種苗の育成場である藻場，干潟等の保全や回復のための漁場整備，水産生

物の増殖や生育に配慮した漁港施設の整備及び漁業者や地域住民等が取り組む海岸清掃

等の活動と種苗放流の連携を推進する。

８ 栽培漁業の展開

放流効果実証事業等を通じて，放流による効果が見込める水準まで技術が開発された

魚種については，放流効果の範囲及び程度の特定を図り，それらを考慮した上で適切な

経費の負担配分等を検討し，栽培漁業の継続的な実施体制の確立に努める。

また，本県の南北に広がる地理的特徴に鑑み，広域的な栽培漁業を推進するとともに，

熊毛及び奄美等離島の地域特産的な水産動物の放流等を推進する。

９ その他

放流及び育成に当たっては，沿岸における漁業の操業，公共事業の計画及びその実

施，船舶の航行等についても十分配慮し，尊重する。

第２ 種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類

区 分 水 産 動 物 の 種 類

魚 類 マダイ，ヒラメ，カサゴ，スジアラ

貝 類 アワビ類，トコブシ，ヤコウガイ

甲殻類 クルマエビ

その他 アカウニ，シラヒゲウニ

第３ 水産動物の種類ごとの種苗の放流数量の目標

単位：万尾（個）

水産動物の種類 放流サイズ（mm） 放流目標 令和８年

マダイ ７０ １００
ヒラメ ７５ １００
カサゴ ６０ １０
スジアラ １００ １０
アワビ類 ２５ ２０
トコブシ ２０ ３０
ヤコウガイ ３０ １
クルマエビ ６０ １５
アカウニ ２０ ３
シラヒゲウニ ２０ １０

15



第４ 放流効果実証事業に関する事項

１ 放流効果実証事業の対象とすべき水産動物

マダイ，ヒラメ

２ 放流効果実証事業の指標

区 分 マ ダ イ ヒ ラ メ

放流尾数 １か所当たりおおむね10万尾 1か所当たりおおむね10万尾

放流時期 ６月～７月まで ５月～７月まで

放流時の大きさ ７０mm ７５mm

自主採捕規制の基準 １５㎝ ２５㎝

となる大きさ

３ 経済効果の実証

経済効果の実証結果は，漁業協同組合等が特定水産動物育成事業等を行おうとする際

の判断基準となるものであるので，次に掲げる方法等により，放流に係る漁業生産増大

の経済効果を把握する。

(1) 標識放流等に係る水産動物の採捕についての漁業協同組合，遊漁者を通じた報告

の呼びかけ

(2) 市場調査，標本船調査等

(3) 隣県，水産技術開発センター，地域振興局・支庁，漁業協同組合等に対する調査

に関する協力の要請

４ 経済効果の普及

経済効果の実証の成果については，漁業協同組合等による特定水産動物育成事業等の

実施を促進するとともに，当該放流効果実証事業の経済効果が及ぶと考えられる漁業協

同組合，関係漁業者，遊漁者等及び漁場環境が類似している漁業協同組合等に対し，水

産技術開発センター，地域振興局・支庁の協力を得てパンフレットの配布，放流効果の

説明会等を実施する。

第５ 特定水産動物育成事業に関する事項

放流効果実証事業等を通じて放流の経済効果が実証された魚種については，特定水

産動物育成事業による育成水面制度の活用を図る。
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第６ 水産動物の種苗生産及び放流並びに水産動物の育成に関する技術の開発に関する事

項

１ 種苗生産の技術水準の目標（令和８年度）

大きさ 種苗生産回数
水産動物の種類 種苗生産尾数

（mm） （回／年）

マダイ 5,000尾／m3 ３０ １

ヒラメ 5,000尾／m3 ３０ １

カサゴ ５,000尾／m3 ２５ １

スジアラ 1,000尾／m3 ３０ １

アワビ類 2,000個／m2 ２０ １

トコブシ 3,000個／m2 ２０ １

ヤコウガイ 1,400個／m3 ３０ １

アカウニ 5,000個／m3 １０ １

シラヒゲウニ 5,000個／m3 ２０ １

２ 技術開発の方針

（１）栽培漁業の推進のための技術開発の推進

試験研究機関は，放流種苗の生残率の向上のため，種苗放流の対象種について，放

流適地，生産コスト及び放流効果から見て最適な放流サイズ，放流数量の把握に努め

るとともに，種苗の生産から放流の一連の技術開発を一体的に行うよう努めることと

する。

種苗生産等における減耗を防止するための技術開発に取り組み，種苗生産及び中間

育成の現場においては，減耗を未然に防止できるよう，開発された技術を活用して，

適切な飼育管理の徹底に取り組むこととする。

また，種苗生産技術の開発・改良にあたっては，積極的にICTの導入に努め，作業

の自動化や省人・省力化に努めることする。

（２）環境変化に適応した栽培漁業の実施等のための技術開発の推進

試験研究機関等は，対象種の変更や放流手法の見直し等，地球温暖化や貧栄養化等

の沿岸域の環境変化に対応した栽培漁業の実施のための技術開発に努めるとともに，

技術開発においては，対象種について，稚仔魚等の生理・生態，餌料，生息環境等の

基礎的な知見の充実に努めることとする。

（３）技術の維持と継承

試験研究機関等は，技術の劣化を防止するため，事業化段階に移行している魚種を

含めて，種苗生産や中間育成，放流の実施状況等について情報を収集し，各種技術が

種苗生産現場等で適切に利用されるように努めるとともに，疾病等の問題を迅速に解

決できる体制の整備に努めることとする。
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また，既往技術の体系的なマニュアル化による技術の維持と継承を図る。

（４）栽培漁業技術の展開

試験研究機関は，これまでに栽培漁業に関して開発されてきた親魚養成，種苗生産

及び疾病防除技術等については養殖業に，標識技術や標識放流を活用した生息域の把

握，生残率の推定等の技術については漁獲管理等，他の水産分野で活用できる横断的

な技術の開発に努めることとする。

（５）遺伝子組換え生物等の取扱い

外来遺伝子の導入による品種の開発及び種苗放流については，「遺伝子組換え生物

等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成15 年法律第97号）

等に基づいて適正に実施する。

（６）外来生物の導入

栽培漁業への外来生物の導入については，生態系に及ぼす影響が明確でないことか

ら，行わない。

3 技術開発水準の到達すべき段階

基準年における 目標年における

水産動物の種類 平均的技術開発段階 技術開発段階

（令和４年） （令和８年）

マダイ Ｄ － E Ｅ

ヒラメ Ｄ － E Ｅ

カサゴ E Ｅ

スジアラ B C

アワビ類 C D

トコブシ Ｃ － D D

ヤコウガイ C D

クルマエビ D D

アカウニ D E

シラヒゲウニ E E

（注）上記の符号は，技術開発の段階を次のとおりの分類で表したものである。

Ａ：新技術開発期

種苗生産の基礎技術開発を行う。

Ｂ：量産技術開発期

種苗生産の可能な種について，量産技術の開発を行う。

Ｃ：放流技術開発期

種苗の量産技術の改良，放流効果を得る上で，最も適した時期，場所，サ

イズ，手法の検討を行う。

Ｄ：事業化検討期

対象種の資源量，加入量を把握し，資源に応じた放流数量を検討するとと
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もに，受益の範囲と程度を把握する。

Ｅ：事業化実証期

種苗の生産・放流体制を整備した上で，放流による効果を実証し，経費の

低減を図るとともに，効果に応じた経費の負担配分を検討する。

Ｆ：事業実施期

持続的な栽培漁業が成立する。

第７ 水産動物の放流後の育成，分布及び採捕に係る調査に関する事項

１ 事業主体は放流魚に必要に応じて標識を装着し，放流後の育成，分布及び採捕状況に

ついて水産技術開発センター，地域振興局・支庁，公益財団法人かごしま豊かな海づく

り協会（以下，「海づくり協会」という。）等の指導を得ながら調査を実施し，その結果

を取りまとめ，今後の放流計画の参考とする。

２ 調査は放流魚の採捕報告，市場調査，標本船調査及び坪刈調査等を可能な限り行い，

調査精度を高めるため関係市町村，漁業協同組合，各市場及び遊漁者に対し協力を求め

る。

第８ その他水産動物の種苗生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項

１ 栽培漁業の推進に関する基本的な事項について，関係者の合意形成，相互啓発の場と

して，県，市町村，指定法人，漁業協同組合，学識経験者，遊漁船業者・遊漁者の団体

等からなる鹿児島県栽培漁業推進協議会を設置する。

また，本県の水産資源の持続的な利用に寄与することを目的に設立された海づくり協

会と一体となって，栽培漁業を展開する。

さらに，県及び関係機関は，栽培漁業を効率的に推進するため，九州海域栽培漁業推

進協議会及び栽培漁業推進協議会全国連絡会議の下で，連携を強化する。

２ 海づくり協会の実施する放流効果実証事業に対する協力要請（例えば採捕時期・漁法

等の自主規制，幼稚仔の保護，協力金の拠出，調査への協力）等のため関係市町村，漁

業協同組合等による地域栽培漁業推進協議会を設置する。

３ 栽培漁業は，水産物の安定供給の機能に加えて，水産物の供給による県民の健康の増

進，自然環境の保全，地域社会の形成及び維持等の多面的な機能を有していることにつ

いて，県民への普及及び啓発に取り組む。特に，種苗放流の効果についての積極的な情

報提供により，遊漁者や遊漁船業者等の種苗放流に対する理解の醸成に取り組む。さら

に，パンフレット等の資料の作成・配布を通じてわかりやすく示すことや，初等中等教

育の現場との連携を通じて，水産資源の持続的な利用やそれを取り巻く水域環境の保全

の重要性に対する理解の増進等に取り組む。

４ 県下各地域において，栽培漁業を推進して行くうえで重要な役割を果たしている水産

業改良普及事業及び水産技術開発センター等の試験研究との連携を一層強化するととも

に，漁業者に対する研修事業等を充実することにより，栽培漁業に関する技術の普及指

導等を推進し，栽培漁業の漁業者等への技術移転及び定着を図る。
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＜参 考＞

第６の２の技術開発の方針にかかる種苗生産技術の魚種毎の課題は次のとおりである。

魚種名 技術開発課題 開発課題の内容

マダイ 飼育管理の効率化 ・歩留まりの向上，コストの低減化

中間育成技術 ・選別作業の効率化

ヒラメ 体色異常防止 ・白化･黒化防止技術の開発

疾病対策 ・健全受精卵の確保及び稚魚の防疫対策

カサゴ 飼育技術 ・種苗生産コストの低減化

・沖出し後のへい死対策確立

スジアラ 初期歩留まりの向上 ・生物餌料から配合餌料への転換期における給餌

中間育成技術 技術の開発

・防疫対策

アワビ類 飼育技術 ・水温上昇期におけるへい死対策

トコブシ 疾病対策 ・健全な親貝の確保，親貝･稚貝の疾病防除

飼育管理の効率化 ・歩留まりの向上，コストの低減化

ヤコウガイ 飼育技術，中間育成技術 ・歩留まりの向上，飼育期間の短縮，

コストの低減化

シラヒゲウニ 浮遊期飼育技術 ・歩留まりの向上

中間育成技術
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